
●

特
別
休
暇
と
し
て
短
期
の
介
護
休
暇
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

●

職
員
の
配
偶
者
が
常
態
と
し
て
子
を
養
育
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
早
出
遅
出
勤
務
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
号
）（
人

事
課
）

１

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

●

配
偶
者
が
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
等
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
、
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
部

分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

●

あ
ら
か
じ
め
育
児
休
業
等
の
計
画
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合
、
最
初
の
育
児
休
業
を
し
た
後
三

月
以
上
勤
務
す
れ
ば
再
度
の
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

●

子
の
出
生
の
日
か
ら
五
十
七
日
以
内
に
育
児
休
業
を
し
た
場
合
、
無
条
件
に
再
度
の
育
児
休
業

を
取
得
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
及
び
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基

金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
一
号
）（
国
保
援
護
課
）

１

国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
改
正
　

●

広
域
化
等
支
援
方
針
の
作
成
又
は
当
該
方
針
に
定
め
る
施
策
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る

場
合
に
つ
い
て
も
、
基
金
を
処
分
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

●

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
改
正

●

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
す
る
保
険
料
率
の
増
加
の
抑
制
を
図
る
た
め
の
交
付
金
の
交

付
に
つ
い
て
も
、
基
金
を
処
分
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
二
号
）（
税
務
課
）

１

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

個
人
県
民
税

所
得
控
除
の
計
算
方
法
の
変
更
に
伴
い
、
調
整
控
除
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

法
人
県
民
税
及
び
法
人
事
業
税

清
算
所
得
課
税
の
廃
止
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

県
た
ば
こ
税

●

税
率
を
千
本
に
つ
き
四
百
三
十
円
（
旧
三
級
品
の
紙
巻
た
ば
こ
に
あ
っ
て
は
、
千
本
に
つ
き

二
百
五
円
）
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
及
び
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
…
…
…
…
四

安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
六

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
八
号
）（
人

事
課
）

１

雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

一
年
未
満
の
勤
務
を
繰
り
返
す
職
員
に
対
し
て
も
、
一
般
の
職
員
と
同
様
に
、
失
業
者
の
退
職

手
当
と
し
て
、
雇
用
保
険
法
の
基
本
手
当
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

二
十
九
号
）（
人
事
課
）

１

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

三
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
職
員
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
時
間
外
勤
務
を
免
除
す
る
こ
と

と
し
た
。

●

子
の
看
護
休
暇
の
取
得
日
数
に
つ
い
て
、
養
育
す
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
は
年
十
日
以
内
に

拡
充
す
る
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

号
外
第
四
十
八
号

火　曜　日

（ ）一（ ）二 （ ）一（ ）二
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●

手
持
品
課
税
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
●
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
、
●
及
び
●
に
つ
い
て
は
平
成
二

十
二
年
十
月
一
日
か
ら
、
●
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
三
号
）（
都
市
計
画
課
）

１

小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公
園
体
育
館
に
空
調
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴
い
、
空
調
設
備
の
利
用
料
金
限

度
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

体
育
館
（
本
館
競
技
場
）

一
時
間
　
五
千
六
百
七
十
円

体
育
館
（
別
館
競
技
場
）

一
時
間
　
千
七
百
八
十
円

体
育
館
（
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
）

一
時
間
　
七
百
十
円

２

緑
が
丘
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の
す
も
う
場
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
に
つ

い
て
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
）

（
義
務
教
育
課
）

１

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

三
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
学
校
職
員
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
時
間
外
勤
務
を
免
除
す
る

こ
と
と
し
た
。

●

子
の
看
護
休
暇
の
取
得
日
数
に
つ
い
て
、
養
育
す
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
は
年
十
日
以
内
に

拡
充
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

特
別
休
暇
と
し
て
短
期
の
介
護
休
暇
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

●

学
校
職
員
の
配
偶
者
が
常
態
と
し
て
子
を
養
育
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
早
出
遅
出
勤
務
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
二
十
八
号

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
四
号
中
「
第
五
十
六
条
の
二

第
三
項
」
を
「
第
五
十
六
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
中
「
第
五
十
六
条
の
二

第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十

六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
」
を
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当

に
関
す
る
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
新
条
例
第
十
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「（
職
員
の
配
偶
者
で
そ
の
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と

し
て
そ
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
八
条
の
三
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

「（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤

務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

二
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同
じ
。）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

別
表
十
二
の
項
中
「
五
日
」
を
「
五
日
（
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）」
に
改
め
、
同
表
中
十
九
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
五
の
項
か
ら
十
八

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
十
四
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１５

短
期
の
介
護
休
暇

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
世
話
を
行
う
場
合
五
日
（
要
介
護
者
が
二

人
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）
以
内

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
の
日
を
山
梨
県

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
早
出
遅
出
勤

務
の
開
始
日
と
す
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関

す
る
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
、
同
条
例
第
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
又
は
施
行
日
以
後
の
日
を
同
条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
の
制
限
の
開
始
日
と
す
る

同
条
例
第
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
お
う
と
す
る
職
員
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て

も
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
十
号

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
三
条
第
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
三
条
」
を
加
え
る
。

第
二
条
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五

号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
期
間
）

第
二
条
の
二
　
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
五
十
七
日
間
と
す

る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）」

に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
第
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
五
条
に
規
定
す
る
」
に
、「
同
号
」
を
「
同
条
」
に
改
め
、
同
条

第
四
号
中
「
当
該
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
配
偶
者
（
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
が
三
月

以
上
の
期
間
に
わ
た
り
当
該
子
を
育
児
休
業
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人

の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
規
程
。
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
養
育
し
た
こ
と
（
当
該
職
員
」
を
「
三
月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該

育
児
休
業
を
し
た
職
員
」
に
、「
請
求
の
際
両
親
が
当
該
方
法
」
を
「
承
認
の
請
求
の
際
育
児
休
業
」

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
再
度
の
」
を
削
る
。

第
五
条
中
「
次
に
掲
げ
る
事
由
」
を
「
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
育
児
休
業
に
係

る
子
以
外
の
子
に
係
る
育
児
休
業
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
十
条
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五

号
及
び
第
六
号
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
第
十
四
条
第
二
号
」
を
「
第
十
四
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

「
第
十
四
条
第
三
号
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
当
該
育
児
短
時
間
勤
務

を
し
た
職
員
の
配
偶
者
（
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
が
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
当
該

子
を
育
児
休
業
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
養
育
し
た
こ
と
（
当
該
職
員
」
を

「
三
月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
」
に
、「
請
求
の
際
両
親

が
当
該
方
法
」
を
「
承
認
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤
務
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
中
「
人
事
委
員
会
規
則
」
の
下
に
「（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、

当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
規
程
）」
を
加
え
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
第
三
条
第
四
号
又
は
第
十
一
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
申
し
出
た
計
画
は
、
同
日
以
後

は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第

四
号
又
は
第
十
一
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
申
し
出
た
計
画
と
み
な
す
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

三



山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
及
び
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
十
一
号

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
及
び
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化

基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
七
十
五
条
の
二
」
を
「
第
六
十
八
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
基
金
は
、
」
の
下
に
「
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
広

域
化
等
支
援
方
針
の
作
成
又
は
当
該
方
針
に
定
め
る
施
策
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
場
合
及

び
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

（
処
分
の
特
例
）

２

基
金
は
、
当
分
の
間
、
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る

事
業
に
係
る
交
付
金
の
交
付
を
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
号
イ
の
表
●
中
「
扶
養
親
族
」
の
下
に
「（
同
居
特
別
障
害
者
で
あ
る
控
除
対
象

配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
表
●
を
削
り
、
同
表
●
中
「（
●
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）」
を
削
り
、
同
表
●
を
同
表
●
と
し
、
同
表
●
を
同
表
●
と
し
、
同
表
●
を
同
表
●
と
し
、
同
表

●
中
「
●
」
を
「
●
」
に
改
め
、
同
表
●
を
同
表
●
と
し
、
同
表
●
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

●

同
居
特
別
障
害
者
で
あ
る
控
除
対
象
配
偶
者
又
は

当
該
同
居
特
別
障
害
者
一
人
に
つ

扶
養
親
族
を
有
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者

き
二
十
二
万
円

第
二
十
二
条
第
一
号
イ
の
表
●
中
「
扶
養
親
族
（
同
居
特
別
障
害
者
で
あ
る
扶
養
親
族
及
び
」
を

「
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
」
に
、「
当
該
扶
養
親
族
」
を
「
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
に
改
め
、
同
表

●
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

●

同
居
直
系
尊
属
で
あ
る
老
人
扶
養
親
族
を
有
す
る

当
該
老
人
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き

所
得
割
の
納
税
義
務
者
　
　
　
　

十
三
万
円

第
二
十
二
条
第
一
号
イ
の
表
●
を
削
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
同
項
第
一
号
の
二
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
、「
同
項
第
一
号
の
三
」
を

「
同
項
第
三
号
」
に
、「
、
同
項
第
二
号
の
均
等
割
額
の
算
定
期
間
又
は
同
項
第
三
号
」
を
「
又
は
同
項

第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
号
」
を
「
第
三
号
」
に
、「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号

の
二
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
第
五
項
、
第
二
十
四
項
又
は
第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
」
を
「
第
十
九

項
又
は
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
同
号
ハ
の
清

算
所
得
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
ハ
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、

同
項
第
三
号
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
収
入
割
又
は
清
算
所
得
に
係
る
所
得
割
」
を
「
又
は
収
入
割
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「（
当
該
期
間
内
に
残
余
財
産
の
最
後
の
分
配
又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ
る
と
き

は
、
そ
の
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
）」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
第
七
十

二
条
の
三
十
一
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
三
項
」
に
、「
残
余
財
産
の
確
定
し
た
日
」

を
「
当
該
法
人
の
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。

第
四
十
一
条
中
「
同
条
同
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
中
「
千
七
十
四
円
」
を
「
千
五
百
四
円
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
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（ ）４

（ ）２

（ ）２

（ ）８

（ ）９

（ ）９

（ ）１０



第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
八
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
三

項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
中
「
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
」
の
下
に
「（
同
法
第
十
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
第
十
条
の
六
」
を
「
第
十
条
の

七
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
十
一
中
「
及
び
同
期
間
内
に
お
け
る
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。）
に
よ

る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
税
割
」
を
削
る
。

附
則
第
十
二
条
の
十
五
の
二
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
る
。

附
則
第
十
二
条
の
十
五
の
三
中
「
及
び
同
日
以
後
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。）
に
よ
る

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算

中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ

き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。）」
を
削
る
。

附
則
第
十
二
条
の
十
六
第
一
項
中
「
五
百
十
一
円
」
を
「
七
百
十
六
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

二
　
第
二
十
二
条
の
改
正
規
定
及
び
次
条
の
規
定
　
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
十
二

条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十

三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
解

散
（
合
併
に
よ
る
解
散
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
を
除
く
。）
若
し
く
は
破
産
手
続

開
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
同
日
以
後
に
解
散
す
る
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
に

お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度

分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
解

散
（
合
併
に
よ
る
解
散
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
を
除
く
。）
若
し
く
は
破
産
手
続

開
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
同
日
以
後
に
解
散
す
る
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
に

お
け
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解

散
を
除
く
。）
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
日
」
と
い
う
。）
前
に
課

し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

指
定
日
前
に
山
梨
県
県
税
条
例
第
六
十
五
条
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し

く
は
消
費
等
（
同
条
例
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
売
渡
し
を
除

く
。）
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
（
新
条
例

第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て

同
じ
。）
又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
号
）
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば

こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に
こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移

出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ

ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た

も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
の
貯
蔵

場
所
の
所
在
地
、
こ
れ
ら
の
者
が
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直
接
管
理

す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
そ
れ
ぞ
れ
課
税
地
と
し
て
県
た
ば
こ
税
を
課
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
製

造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
税

率
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。

一
　
製
造
た
ば
こ
（
次
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
を
除
く
。）

千
本
に
つ
き
四
百
三
十
円

二
　
新
条
例
附
則
第
十
二
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ
　
千
本
に
つ
き
二
百
五
円

３

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
貯
蔵
場
所
又
は
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
。
第
七
項

に
お
い
て
「
平
成
二
十
二
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。）
で
定
め
る
様
式
に
よ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
指
定
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
（
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
区
分

ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ

の
本
数

二
　
前
号
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県
た
ば
こ
税
額

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

五



４

第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
号
）
附
則
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係

る
申
告
書
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
号
）
附
則
第
三

十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
市

町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提
出
し
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
が
前
項
の
規
定

に
よ
る
申
告
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
は
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当

該
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
新
条
例
第
六
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、「
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号
）
附
則
第
五
条
第
二
項
」
と
読
み
替

え
て
、
新
条
例
の
規
定
中
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
部
分
（
新
条
例
第
六
十
八
条
の
二
、
第
六
十
八
条

の
四
（
第
五
項
を
除
く
。）、
第
六
十
八
条
の
五
及
び
第
六
十
八
条
の
六
の
規
定
を
除
く
。）
を
適
用

す
る
。

７

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売
業
者

に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、
又
は
課

さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額
を
、
新
条
例

第
六
十
八
条
の
五
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、

又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
に
係
る
控
除
又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該

卸
売
販
売
業
者
等
に
係
る
県
た
ば
こ
税
額
か
ら
控
除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
が
新
条
例
第
六
十
八
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
平
成
二
十
二
年
改
正
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ
い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
十
三
号

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
山
梨
県
緑
が
丘
ス
ポ
ー
ツ
公
園
の
項
中
「
す
も
う
場
、」
を
削
る
。

別
表
第
六
第
一
号
イ
中
「
す
も
う
場
等
」
を
「
洋
弓
場
等
」
に
改
め
、
同
号
イ
の
表
す
も
う
場
の
項

を
削
り
、
別
表
第
六
第
二
号
イ
の
表
体
育
館
（
本
館
競
技
場
）
の
項
摘
要
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
大
会
等
の
た
め
に
本
館
競
技
場
の
総
面
積
の
三
分
の
一
以
上
二

分
の
一
未
満
の
面
積
を
利
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
大
会
等
の
た
め
に
本
館
競
技
場
の
総
面
積
の
四
分
の
一
以
上
三

分
の
一
未
満
の
面
積
を
利
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
の
三
分
の
一

に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
大
会
等
の
た
め
に
本
館
競
技
場
の
総
面
積
の
四
分
の
一
未
満
の

面
積
を
利
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額

と
す
る
。

冷
暖
房
を
使
用
す
る
場
合
（
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
大
会
等
以
外
の
た
め
に
利
用
す
る

場
合
を
除
く
。）
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
限
度
額
に
一
時
間
当
た
り
五
、
六
七

〇
円
を
加
算
す
る
。

別
表
第
六
第
二
号
イ
の
表
体
育
館
（
別
館
競
技
場
）
の
項
摘
要
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ス
ポ
ー
ツ
等
に
係
る
大
会
等
の
た
め
に
別
館
競
技
場
の
総
面
積
の
二
分
の
一
未
満
の
面
積
を
利

用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

冷
暖
房
を
使
用
す
る
場
合
（
ス
ポ
ー
ツ
等
に
係
る
大
会
等
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
に
限
る
。）

に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
限
度
額
に
一
時
間
当
た
り
一
、
七
八
〇
円
を
加
算
す
る
。

別
表
第
六
第
二
号
イ
の
表
体
育
館
（
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
）
の
項
摘
要
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

冷
暖
房
を
使
用
す
る
場
合
（
体
操
競
技
等
に
係
る
大
会
等
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
に
限
る
。）

に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
料
金
の
限
度
額
に
一
時
間
当
た
り
七
一
〇
円
を
加
算
す
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第

六
第
一
号
イ
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
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山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
三
十
四
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「（
学
校
職
員
の
配
偶
者
で
そ
の
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常

態
と
し
て
そ
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
学
校
職
員
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
九
条
の
三
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

「（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

県
教
育
委
員
会
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
学
校
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
学
校
職
員
の
業

務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
九
条
第
二
項

に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

別
表
十
二
の
項
中
「
五
日
」
を
「
五
日
（
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）」
に
改
め
、
同
表
中
十
九
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
十
五
の
項
か
ら
十
八

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
十
四
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１５

短
期
の
介
護
休
暇

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
世
話
を
行
う
場
合
五
日
（
要
介
護
者
が
二

人
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
日
）
以
内

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
以
後
の
日
を
山
梨
県

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
早
出
遅
出
勤
務
の
開
始

日
と
す
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
、
同
条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
又
は
施
行
日
以

後
の
日
を
同
条
例
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
務
の
制
限
の
開
始
日
と
す
る
同
条
例
第
九
条
の
三

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
お
う
と
す
る
学
校
職
員
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
人
事
委
員

会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
公
報
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外
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四
十
八
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平
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二
十
二
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六
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二
十
二
日
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